
 

 

印旛利根川水防事務組合職員の給与の特例に関する条例 

 

平成２７年 ３月２０日条例第１号 

 

 平成２７年４月１日における印旛利根川水防事務組合職員の給与に関する条例（昭和５

６年印旛利根川水防事務組合条例第１号）第２条の規定により準用する一般職の職員の給

与に関する条例（昭和３６年栄町条例第１２号）第４条第５項（印旛利根川水防事務組合

職員の育児休業等に関する条例（平成４年印旛利根川水防事務組合条例第５号）第２条の

規定により準用する栄町職員の育児休業等に関する条例（平成４年栄町条例第２号）第１

４条及び第１８条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「４号給」とあるのは「３号給」と、「３号給」とあるのは「２号給」とする。            

 

 

 附 則（平成２７年３月２０日条例第１号） 

 （施行期日） 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


